
目論見書補完書面 

 

この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき、お客様が当投資信託（フ

ァンド）をご購入するにあたり、ご理解していただく必要のある重要事項の情報を、あ

らかじめ提供するものです。お取引にあたっては、この書面及び目論見書の内容をよく

お読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 
 

※この書面は、投資信託説明書（目論見書）の一部ではなく、マネックス証券の責任の

下で作成しているものです。 

 

手数料等の諸経費について 

 当ファンドの手数料など諸経費の詳細は目論見書をご覧ください。 

 当ファンドの購入時／換金時の申込手数料は交付目論見書に記載の料率が

上限となり、ファンドにより異なります。ファンド毎の申込手数料は当社ウ

ェブサイトのファンド詳細画面または注文画面をご覧いただくか、コールセ

ンターまでお問い合わせください。 

 お客様にご負担いただく申込手数料、信託報酬など諸経費の種類ごとの金額

及びその合計額等については、申込内容、保有期間等に応じて異なります。 

クーリング・オフの適用について 

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用は

なく、クーリング・オフの対象とはなりませんので、ご注意ください。 

 

1．当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 

当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 

2．当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28条第 1 項の規定に基づく第一種金融

商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によりま

す。 

 お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要とな

ります。 

 お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有

価証券の全部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 

 ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、契約締結

時交付書面（取引報告書）をお客様にお渡しいたします（郵送又は電磁的方法による場合を

含みます）。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社お問合せ窓口へ直接ご連

絡ください。 



3．当社とお客様との利益が相反するおそれ  

当社は、当ファンドを販売することにより、目論見書に記載の販売会社が配分を受ける信託

報酬を受領することから、当社とお客様との利益が相反するおそれがあります。 

なお、上記に加えて、個別の事由によりお客様との利益が相反するおそれがあるファンドに

つきましては、補完書面別紙（目論見書に合本しています）にてご説明をしておりますので、

必ずご確認ください。 

4．その他 

■一部の外国籍投資信託における当社ウェブサイトおよび各交付書面の口数表示について 

当社ウェブサイトおよび各交付書面において、ファンド名称の前に以下の記号のつくファン

ドの口数は、お客様が本来保有する口数に一定の倍率を乗じた値で表示されます。 

・ファンド名称の前に●がつくファンド 

お客様が本来保有する口数の 100倍の値を表示しています。 

（例）実際のお客様の保有口数が 100口の場合、10,000 口と表示されます。 

・ファンド名称の前に◆がつくファンド 

お客様が本来保有する口数の 1,000 倍の値を表示しています。 

（例）実際のお客様の保有口数が 100口の場合、100,000 口と表示されます。 

 

■マネックス証券におけるファンド毎の手数料の上限 

・購入時申込手数料  最大 3.85％（税込）  

インターネットを通じてお客様が取引する場合の購入時申込手数料は無料（ノーロード）で

す。 

■購入時における申込手数料の計算例 

購入時における申込手数料は、購入金額（購入口数×１口あたりの購入価額）に、ファン

ドごとの申込手数料率を乗じて計算します。 

 

申込手数料率 3.3％（税込）のファンドをご購入される場合 

 

（例 1）口数指定で購入する場合（円貨決済） 

購入価額 10,000 円（1万口あたり）で 100 万口ご購入いただく場合 

申込手数料（税込）＝10,000 円×100 万口÷10,000 口×3.3％＝33,000 円とな

り、合計 1,033,000 円（税込）お支払いただくことになります。 

 

（例 2）口数指定で購入する場合（外貨決済） 

購入価額 10米ドル（1口あたり）で 1万口ご購入いただく場合 

申込手数料（税込）＝10 米ドル×1万口÷1 口×3.3％＝3,300 米ドルとなり、 

合計 103,300 米ドル（税込）お支払いただくことになります。 

 



（例 3）金額指定で購入する場合（[ ]内は外貨決済を選択した場合の例） 

100 万円[10万米ドル]の金額指定でご購入いただく場合、お支払いいただく 100万

円[10 万米ドル]の中から申込手数料（税込）をいただきますので、100 万円[10 万

米ドル]全額がファンドの購入金額となるものではありません。 

 

 ※上記は計算例となります。実際の申込手数料金額（税込）は端数処理等により上記の

計算式で求めた結果と必ずしも一致しない場合があります。 

5．当社の概要 

・ 商号等  マネックス証券株式会社  

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 165 号 

・ 本店所在地  〒107-6025 東京都港区赤坂一丁目 12番 32 号 

・ 設立  1999 年 5月 

・ 資本金  13,195,101,821 円※ 

・ 主な事業  金融商品取引業 

・ 加入協会  日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、 

一般社団法人 金融先物取引業協会、 

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、 

一般社団法人 日本投資顧問業協会 

・ 指定紛争解決機関  特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

・ 連絡先  ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。 

   お客様ダイヤル  0120-846-365（通話料無料） 

     03-6737-1666（携帯電話・一部 IP 電話） 

     ログイン ID と電話認証番号をご用意ください。 

   当社ウェブサイト  ログイン後の「ヘルプ・お問合せ」の入力フォー

ムからお問合せいただけます。 

 

※当社の資本金の額は変動する場合があります。最新の内容については、当社ウェブサイト

（https://info.monex.co.jp/company/summary.html）でご確認ください。 

 

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

窓  口 ： お客様ダイヤル 

電話番号 ： 固定電話 0120-846-365（無料） 

 ： 携帯電話・一部 IP 電話 03-6737-1666（有料） 

受付時間 ： 8 時 00 分～17 時 00 分（平日） 

 



金融ADR制度のご案内 

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方

法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法

上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

（FINMAC）」を利用することができます。 

住  所 ： 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

電話番号 ： 0120-64-5005 

 FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。 

受付時間 ： 月曜日～金曜日 9 時 00 分～17 時 00 分（祝日を除く） 

以 上 

（2025 年 8 月） 

KTM_TOUSHIN_3.0 



当資料は全ての投資信託の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」に添付しているものです。 

申込手数料や解約手数料がかからない投資信託につきましては、以下の説明は該当しません。 

 

申込手数料に関するご説明 
 

■投資信託の申込手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほ

ど、1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。 

例えば、申込手数料が 3.3％（税込）の場合 

【保有期間】            【１年あたりのご負担率（税込）】 

 
 

 

※投資信託によっては、申込手数料をいただかず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいた

だく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに減って

いきます。 

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間につ

いては「目論見書補完書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」又は当社ウェブサイトにてご確認くだ

さい。 

※投資信託をご購入いただいた場合には、上記の申込手数料のほか、信託報酬やその他費用等をご負担い

ただきます。また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実

際の手数料率等の詳細は、「目論見書補完書面」、「投資信託説明書（交付目論見書）」又は当社ウェブサ

イトにてご確認ください。 

(2021 年 8月) 
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ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

［照会先］キャピタル アセットマネジメント株式会社
［電話番号］03-5259-7401（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

［当社ホームページ］www.capital-am.co.jp
検索キャピタル  アセットマネジメント

投資信託説明書（交付目論見書）
使用開始日  2025年11月6日

●�	 この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「世界シェールガス株ファンド」の
募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書
を2025年11月5日に関東財務局長に提出し、2025年11月6日にその届出の効力が
生じております。

●�	 ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に
関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき、事前に投資者の皆様にご意向を�
確認させていただきます。

●�	 ファンドの財産は、信託法（平成18年法律第108号）に基づき受託会社において分別
管理されています。

●�	 �投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社
を通じて交付いたします。なお、販売会社にご請求された場合は、その旨をご自身で
記録しておくようにしてください。

委託会社 ［ファンドの運用の指図を行う者］

キャピタル アセットマネジメント株式会社

受託会社 ［ファンドの財産の保管及び管理を行う者］　　

三井住友信託銀行株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第383号
設立年月日：2004年1月26日
資本金：280百万円
運用する投資信託財産の合計純資産総額：53,775百万円
（資本金、運用純資産総額は2025年9月末現在）

世界シェールガス株ファンド
追加型投信／内外／株式

●	 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）
第13条の規定に基づく目論見書です。

●	 ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見
書）を含む詳細な情報は、下記の委託会社の
ホームページで閲覧、ダウンロードできます。ま
た、本書には投資信託約款の主な内容が含まれ
ておりますが、投資信託約款の全文は投資信託
説明書（請求目論見書）に掲載されております。

●	 ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等の詳
細情報は、下記委託会社の照会先までお問い合
わせください。

属性区分
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

その他資産
（投資信託証券 
（株式  一般））

年 2 回 グローバル
（日本を含む）

ファミリー 
ファンド なし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

商品分類
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産

（収益の源泉）

追加型投信 内外 株式
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ファンドの目的・特色

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

「シェールガス」関連ビジネスを展開する企業の株式に投資します

主として、世界の株式市場に上場する企業のなかから、「シェールガス」の探査、開発、生産
およびその関連業務を行う企業の発行する株式に投資します。

ファミリーファンド方式で運用

ファミリーファンド方式とは、投資家の資金をまとめてベビーファンド（世界シェールガス株 
ファンド）とし、ベビーファンドがマザーファンド（シェールガス関連株マザーファンド）に投資
することによって、複数のファンドを合同運用する仕組みをいいます。
シェールガス関連株への実質的な投資は、マザーファンドで行われます。

＜ファンドの仕組み＞

投
資
家

販
売
会
社

シェールガス
関連株

マザーファンド

世界
シェールガス株
ファンド

世界の
シェールガス
関連株等

＜ベビーファンド＞ ＜マザーファンド＞

お申込金

収益分配金
解約代金等

お申込金

収益分配金
解約代金等

投資

損益

投資

損益

1

2

3

1

2

3

頁岩

シェールガス（shale gas）とは？
シェールガスは天然ガスの一種で、頁岩（けつがん：シェール）という地層に存在
します。シェールガスは、埋蔵量が豊富で、石油・石炭に比べて環境への負担が
小さいことから、新たなエネルギー源として注目されています。
従来懸念されていた環境汚染の問題を軽減する新技術の組み合わせにより、安価
なシェールガスが大量に生産できるようになりました。

ファンドの目的

ファンドの特色
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＊ 上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
＊ 分配金の金額は、あらかじめ一定の分配を確約するものではなく、分配金が支払われない場合もあります。

5月 11月8月

分配

2月

分配

年2回（2月5日、8月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）決算を行い、原則として以下の
方針により分配を行います。
●��分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。

●��収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。原則として、 
分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

●��留保益については、委託会社の判断に基づき運用の基本方針と同一の運用を行います。

■�主要国の総合エネルギー型企業およびエネル
ギー分野特化型企業のなかで「シェールガス」
ビジネスに特化、もしくは重点を置いている企
業を中心に銘柄を選択してポートフォリオを構
築します。

■�トップダウン分析とボトムアップ分析を組み 
合わせたアプローチを用います。

・�トップダウン分析ではマクロ経済動向および政治情 
勢等の見通しについて検討した結果を投資判断に活か
します。

・�ボトムアップ分析では利益成長率、配当利回りなどの
分析やその他情報等を参考にして投資対象銘柄の選択
および各銘柄への配分を決定します。

●マクロ経済分析
●政治情勢分析

●利益成長率、配当利回りなどの分析
●その他情報分析

トップダウン分析

ボトムアップ分析

ポートフォリオ
構築

リスク管理投資魅力度の高い
銘柄の選択

1月 3月 4月 7月6月 9月 10月 12月

●��マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
●��株式への実質投資割合は、制限を設けません。
●��同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

運用プロセス

主な投資制限

分配方針
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当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、実質的には株式など値動きのある有価証券に投資します（外
貨建資産には為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されている
ものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて
投資家の皆様に帰属することになります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下の要因により、変動することが想定されます。

●�当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありま
せん。

●�当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取
引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

　�これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付が中止となる可能性、既に受け付
けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

株式の価格変動
リスク

当ファンドは、主に株式に投資しますので、基準価額は株式の価格変動の影響を受けます。株式の価
格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下
落することがあります。このような場合には、基準価額が影響を受けて損失を被ることがあります。

為替変動リスク

当ファンドは、主に外貨建ての有価証券に投資します（ただし、これに限定されるものではありませ
ん）。投資している通貨が円に対して強く（円安に）なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く
（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。したがって、投資している通貨が対円で下落した場
合には、基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

信用リスク
株式を発行する企業が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあ
ります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株式等の価値は下落し、基準価額
が下がる要因となる可能性があります。

流動性リスク

急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激
な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に株式等を売買できない
ことがあります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該株式等の価格の下落により、基
準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困
難となることがあります。また、新興国市場は一般に先進国の市場に比べて市場規模が小さく流動性
が低いことなどから、上記の各リスクが大きくなる傾向があります。

解約によるファンド
の資 金 流出に伴う
基準価額変動リスク

解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあり
ます。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって保有有価証券を市場実勢と乖離した価
格で売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。

投資リスク

基準価額の変動要因

その他の留意点

主な変動要因
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（参考情報）

最大値最大値（ファンド） 最小値（ファンド）（％）

ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

平均値最小値
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（円） ファンドの年間騰落率（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

2021年10月 2022年10月 2023年10月 2024年10月

＊�上記期間の各月末における直近１年間騰落率の平均・最大・最小を表示
し、ファンドと代表的な資産のリスクを定量的に比較できるように作成し
たものです。
＊全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
＊�騰落率は直近前月末から遡って算出した結果であり、ファンドの決算日に
対応した数値とは異なります。

＊�税引き前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額および
年間騰落率が記載されており、実際の基準価額および基準価額に基づい
て計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

（2020年10月〜2025年9月）（2020年10月〜2025年9月）

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移 ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

リスクの管理体制

＜代表的な各資産クラスの指数＞
日 本 株	：	 Morningstar 日本株式指数	 先進国株	：	 Morningstar 先進国株式指数（除く日本）	 新興国株	：	 Morningstar 新興国株式指数
日本国債	：	 Morningstar 日本国債指数	 先進国債	：	 Morningstar グローバル国債指数（除く日本）	 新興国債	：	 Morningstar 新興国ソブリン債指数
海外資産の指数については、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数値を使用しています。上記各指数は、全て税引前の利子・配当込みの指数値を使用しています。

＜各指数の概要＞
日 本  株	：	 Morningstar 日本株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
先進国株	：	 Morningstar 先進国株式（除く日本）指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。
新興国株	：	 Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。
日本国債	：	 Morningstar 日本国債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。
先進国債	：	 Morningstar グローバル国債（除く日本）指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された

債券で構成されています。
新興国債	：	 Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券

で構成されています。
＜重要事項＞

当ファンドは、Morningstar, Inc.、又はモーニングスター・ジャパン株式会社を含むMorningstar, Inc.が支配する会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言いま
す）が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に当ファンドに投資することの当否、または当ファンドが投
資対象とする市場の一般的な騰落率と連動するMorningstarのインデックス（以下「Morningstarインデックス」と言います）の能力について、当ファンドの受益者又は公衆に対し、明示
又は黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。当ファンドとの関連においては、委託会社とMorningstarグループとの唯一の関係は、Morningstarのサービスマーク及びサービス名
並びに特定のMorningstarインデックスの使用の許諾であり、Morningstarインデックスは、Morningstarグループが委託会社又は当ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。
Morningstarグループは、Morningstarインデックスの判断、構成又は算定を行うにあたり、委託会社又は当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstarグループ
は、当ファンドの基準価額及び設定金額あるいは当ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または当ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を
負わず、また関与しておりません。Morningstarグループは、当ファンドの運営管理、マーケティング又は売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。
Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータの正確性及び／又は完全性を保証せず、また、Morningstarグループは、その誤謬、脱漏、中断についていか
なる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、当ファンドの受益者又はユーザー、またはその他の人又は法人が、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータを使用
して得る結果について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータについて明示又は黙示の保証
を行わず、また商品性あるいは特定目的又は使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、
特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。

※リスクに対する管理体制は2025年9月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りとなっております。
商品業務部

当ファンドの純資産額等の日次管理、リスク状況の
日次チェック

運用管理委員会
運用実績・成果の分析管理、流動性リスクを含む
リスク管理および約款等遵守状況管理

運用本部

内部監査室
内部監査の立案および実施

委託会社における内部管理体制、�
リスク管理体制の適切性・�
有効性の検証

コンプライアンス部
（コンプライアンス・オフィサー）

当ファンドの約款、基本方針、�
運用計画等の遵守状況や�
リスク管理状況のモニタリング

運用部門と管理部門の機能の�
明確な分離のチェック
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運用実績

 

 

運用実績

基準日：2025年9月30日■基準価額・純資産の推移
2012年8月30日(設定日)～2025年9月30日

■分配の推移

■年間収益率の推移

■主要な資産の状況（マザーファンド）

決算日 分配金額
  

2024年8月5日
2025年2月5日
2025年8月5日

2024年2月5日
2023年8月7日

  
 
 

1万口あたり／税引き前

【組入上位10銘柄】
銘 柄 名 業 種 投資比率

組入銘柄数：25銘柄

2021年 2022年
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0

-20

-40

基準価額
純資産総額

シェニエール･エナジー
エクソンモービル
エンブリッジ
シェブロン
ペンビナ･パイプライン
サンコア・エナジー
ARCエナジー･トラスト
マラソン・ペトロリアム
EOGリソーシズ
バレロ・エナジー

石油・ガス貯蔵・輸送
総合石油・ガス

石油・ガス貯蔵・輸送
総合石油・ガス

石油・ガス貯蔵・輸送
総合石油・ガス

石油・ガス探査・開発
石油・ガス精製・販売
石油・ガス探査・開発
石油・ガス精製・販売

6.9%
6.8%
6.7%
6.5%
5.9%
5.6%
5.3%
5.2%
4.8%
4.7%

2023年 2024年
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（億円）（円）
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【資産配分】 【業種別配分】

株式
95.9%

現金・その他　4.1%

総合石油・ガス
22.5%

石油・ガス精製・販売
12.6%

石油・
ガス探査・
開発
29.2%

石油・ガス装置・サービス
4.9%

基礎化学品 1.1%

石油・ガス貯蔵・輸送
26.4% 

鉄道運輸 1.7%

設定来累計  

100円
100円

100円
100円

100円

18,935円
6.6億円

7,200円

基準価額（左軸）
分配金再投資後基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

2012/8/30
※分配金再投資後基準価額は、分配金（税引き前）を再投資したものとして計算しています。

※資産配分比率は純資産総額に対する評価額の割合、業種別配分比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
※表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

※最近５期分の分配実績を記載しております。
2025/9/30 2017/8 2022 /8

※ファンドの年間収益率は、分配金（税引き前）を再投資したものとして計算しています。
※当ファンドにベンチマークはありません。
※2025年：年初から9月末までの9ヵ月間の収益率

8.6%7.0%

2025年2016年 2018年 2019年 2020年

1.9%

2017年

8.1%

-20.3%

8.6%

-17.8%

38.1%

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
ファンドの運用状況は、委託会社のホームページで確認することができます。

57.1%

11.4%

肥料・農薬 1.6%
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購入単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

購入代金 販売会社が指定する期日までにお支払いください。

換金単位 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3％（信託財産留保額）を控除した価額となります。

換金代金 原則、換金申込受付日から起算して6営業日目から、お申込みの販売会社にてお支払いします。

申込締切時間 原則として午後3時30分までに販売会社が受け付けたものを当日のお申込み受付分とします。
なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

購入の申込期間 2025年11月6日から2026年11月5日まで
※申込期間は上記の終了前に、有価証券届出書を提出することにより更新されます。

換金制限 ご換金にあたっては、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口のご解約請求には制限を設ける
場合があります。

購入・換金
申込不可日 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日には、購入・換金申込はできません。

購入・換金
申込受付の中止
及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金のお申
込みの受付を中止すること、および既に受け付けた購入・換金のお申込み受付を取消す場合があります。

信託期間 無期限とします。（設定日：2012年8月30日）

繰上償還 残存口数が減少し運用が困難となった場合やこの信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、償還となる場合があります。

決算日 原則、2月5日および8月5日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年2回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。

信託金の限度額 500億円

公告 原則、www.capital-am.co.jpに電子公告を掲載します。

運用報告書 ファンドの決算時および償還時に、交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。

課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象と
なります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが�
異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※上記は、2025年9月末現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。

手続・手数料等

お申込みメモ
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〈ファンドの費用〉

〈税金〉
●税金は表に記載の時期に適用されます。
●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

※ファンドの費用の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

時　期 項　目 税　金

分配時 所得税、復興特別所得税
及び地方税

配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

換金（解約）時及び償還時 所得税、復興特別所得税
及び地方税

譲渡所得として課税
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡）に対して20.315％

※上記は2025年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※�少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
　�少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
　�ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は、上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

ファンドの費用・税金

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社がそれ
ぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。
「自動継続投資コース」により収益分配金を再投資する場
合は、無手数料とします。

販売会社によるファンドの募集・販売
の取扱い事務等の対価

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3％

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの純資産総額に対し、年1.826％（税抜1.66％）の率を乗じた金額が運用管理費用（信託報酬）
として毎日計算され、ファンドの毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

運用管理費用
（信託報酬）

の配分

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年0.70％ 委託した資金の運用の対価

販売会社 年0.90％ 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、
購入後の情報提供等の対価

受託会社 年0.06％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

その他の費用・
手数料

有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、ファンドの監査費用、信託財産
に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。
※その他の費用・手数料は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

総経費率（①+②） 運用管理費用の比率 ① その他費用の比率 ②

2.26％ 1.83％ 0.43％

※対象期間は2025年2月6日～2025年8月5日です。	 （表示桁数未満を四捨五入）
※�対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。）を、期中の平均受益権
口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した値（年率）です。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

（参考情報）ファンドの総経費率
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